
新旧対照表（R8 土木工事共通仕様書） 

令和7年版 令和8年版 

改定理由 
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条 
 

項 項以下 編章節条 
（項目見出し） 現行条文 
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項 項以下 編章節条 
（項目見出し） 新条文 

1 1 1 18 4 1 4.再生資源利用計画 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる

建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬

入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を

作成し、施工計画書にその写しを添付して監督員に提出

するとともに、工事現場の公衆の見やすい場所に掲示し

なければならない。 

 

1 1 1 18 4 1 4．再生資源利用計画 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設
資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場
合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工
計画書にその写しを添付して監督員に提出するとともに、工
事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲
示しなければならない。 

表現修正 

        1 1 1 18 5 1 5.受領書の交付 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬

入したときは、法令に基づき、速やかに受領書を搬入元に交

付しなければならない。 

条文の追加 

1 1 1 18 5 1 5.再生資源利用促進計

画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファル

ト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建

設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令

等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画

書にその写しを添付して監督員に提出するとともに、工

事現場の公衆の見やすい場所に掲示しなければならな

い。 

1 1 1 18 6 1 6.再生資源利用促進

計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファト・コン

クリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物

等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生

資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付し

て監督員に提出するとともに、工事現場において再生資源利

用促進計画を公衆の見やすい場所に掲示しなければならな

い。 

条文追加による番号の修正 

        1 1 1 18 7 1 7.再生資源利用促進

計画を作成する上で

の確認事項等 

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生

土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削

その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策

法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等である

など適正であることについて、法令等に基づき確認しなけれ

ばならない。 

表現修正 

        1 1 1 18 7 2  また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するととも

に、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければな

らない。 

条文の追加 

        1 1 1 18 8 1 8.建設発生土の運搬

を行う者に対する通

知 

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようと

するときは、「6.再生資源利用促進計画」に記載した事項

（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「7.再生資源利用促

進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、

委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しければな

らない。 

条文の追加 

        1 1 1 18 9 1 9.建設発生土の搬出

先に対する受領書の

交付請求等 

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬

出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の

管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再

生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認す

るとともに、監督員から請求があった場合には、受領書の写

しを提出しければならない。 

 

条文の追加 

1 1 1 18 6 1 6.実施書の提出 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記

録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進

実施書」を監督員に提出しなければならない。 

 

1 1 1 18 10 1 10.実施書の提出 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作

成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した

「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を

監督員に提出しなければならない。 

条文追加による番号の修正 

 
 


